
「別紙」

埋火葬許可業務見直しの内容（変更日：令和７年４月1日）
〇：交付する
×：交付しない
	区　分
	担　当
	埋火葬許可書交付

	
	
	変更前
（～R7.3.31）
	変更後
（R7.4.1～）

	本庁
	平日
８時30分～17時15分
	市民課
	〇
	〇

	
	窓口延長日
８時30分～19時00分
	市民課
	〇
	〇

	
	閉庁日（土日祝日等）
８時30分～17時15分
	日直
	〇
	〇

	
	閉庁時間（夜間）
17時15分～翌朝８時30分
	警備
	〇
	✕

	
	窓口延長後の閉庁時間
19時00分～翌朝８時30分
	警備
	〇
	✕

	千厩支所
※日直あり
	平日・閉庁日
８時30分～17時15分
	市民福祉課
	〇
	〇

	
	閉庁日（土日祝日等）
８時30分～17時15分
	日直
	〇
	〇

	
	窓口延長日
８時30分～19時00分
	市民福祉課
	〇
	〇

	花泉支所、大東支所
東山支所、室根支所
川崎支所、藤沢支所
※日直なし
	平日
８時30分～17時15分
	市民福祉課
	〇
	〇

	
	窓口延長日
８時30分～19時00分
	
	〇
	〇


閉庁日　　：土曜日、日曜日及び休日ならびに年末年始（12月29日～１月３日）をいう。
窓口延長日：月曜日（月曜日が休日の場合は翌開庁日）をいう。

※　死亡届の受領につきましては、従来どおりの取り扱いとなり、変更はありません。

